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秩父郡小鹿野町　  

総合政策課　  

 

　期間入札とは、特定の期間内に郵送又は持参（以下「郵送等」とい

う。）により入札書を提出していただく入札方法をいいます。  

　期間入札に参加しようとする入札参加者（事業所）は、小鹿野町期間

入札要領及びこの留意事項をご確認のうえ、ご参加をお願いします。  

 

 

 

 

　随意契約を除く全ての競争入札を対象とします。その場合、入札公告

又は入札指名通知（以下「公告等」という。）において、入札方法が

「期間入札」である旨を明記します。  

　※期間入札による場合においても、条件付き一般競争入札にあっては

入札参加資格確認申請書等を、一般競争入札（ダイレクト入札）に

あっては入札参加申請書を入札公告に定められた期限までに事前に

提出しなければなりませんのでご注意ください。  

 

 

 

 

　次の書類を必ず郵送等により提出してください。提出が必要な場合で

提出されない場合は、無効となります。  

　(1) 入札書  

　(2) 内訳書（公告等に内訳書提出の求めがない場合は、提出不要で

す。）  

 

 

 

 

　郵送又は持参のいずれかの方法によるものとし、公告等に明記しま

す。  

 

　◆　郵送の場合　◆  

　　次により作成した中封筒及び外封筒による二重封筒を用いてくださ

い。  

　(1) 中封筒 （入札用封筒様式【図１】を参照）  

１期間入札の対象等

２提出書類  

３提出の方法  

期間入札に関する留意事項
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　　中封筒には、入札書及び内訳書（提出の求めがない場合は必要な

し）を入れ封かんし、外封筒に入れ郵送してください。  

 

　(2) 外封筒　（外封筒様式【図２】を参照）  

　　外封筒には、中封筒を入れ封かんし、入札書在中、公告等した品

名及び入札者の所在地、商号又は名称を記載し、次に示すあて先若

しくは公告等に明記されたあて先を記載してください。  

 

　[あて先]　〒368‐0192　秩父郡小鹿野町小鹿野８９番地  

小鹿野町役場　総合政策課　入札・契約担当　行  

※入札が終了するまで、差出控え（郵便物受領書等）を必ず保管し

てください。  

 

　　①　お近くの郵便事業を扱う郵便局で、一般書留又は簡易書留によ

る配達日指定郵便により郵送してください。  

　　②　配達指定日は、公告等で示された郵送の場合の提出期限日まで
としてください。（出来る限り、提出期限日の前日までに必着す
るようお願いいたします。）  

　　③　地域により到達に要する日数が異なるため、郵便局に確認の
上、早めに手続きをしてください。  

 中封筒様式（入札用封筒）【図１】〔封筒の大きさは長形３号程度〕  

　（書式は、縦書き・横書きどちらでもかまいません。）  

 

　≪封筒の表面に次の事項を必ず記載すること≫  

　　①入札書在中  

　　②開札日  

　　③公告等した事業名等（例　〇〇〇購入事業など）  

　　④入札者の所在地、商号又は名称  

　　（会社名等の名称入り封筒の場合は、記入不要です。）  

　

 

　　持参する場合は、上記の内容を記載し必ず封かんしてください。  

 

入札書在中 

開札日　　年　月　日 

事業名等   〇〇〇購入事業  

※所在地・商号又は名称記入

※封筒は糊付けで 

閉じてください 

表 裏



 3/6

　　④　一般書留又は簡易書留による配達日指定郵便でない場合、入札
は無効となります。  

 

外封筒様式（郵送・持参用封筒）【図２】  

・封筒の大きさは〔角形２号程度〕  

・書式は、縦書き・横書きどちらでもかまいません。  

 

　≪封筒の表面に次の事項を記載すること≫  

　　①あて先（公告等で明記されたあて先）  

　　②入札書在中  

　　③公告等した事業名等（例　〇〇〇購入事業など）  

　　④入札者の所在地、商号又は名称（表面・裏面どちらでも可）  

　　（会社名等の名称入り封筒の場合は、記入不要です。）  

 

表　　　　　　　　　　　　　裏

 

 

　◆　持参の場合　◆  

　　小鹿野町総合政策課へ直接持参していただく場合は、封筒様式は郵

送の場合と同様です。（外封筒を省略いただいても構いません）  

　(1) 持参の場合は、小鹿野町総合政策課窓口で直接職員に提出いただ

きますようお願いします。  

　(2) 受領書の発行は行いません。  

 

○　開札日が同日であっても、入札書及び封筒は案件ごとに作成して

ください。複数の入札に参加する場合、入札書と封筒を入れ間違う

ことのないよう再確認をお願いします。  

○　期間入札に使用する封筒は、指定しておりません。任意の封筒を

ご使用ください。封筒の封は、糊付けをお願いします。なお、開札

前に開封されている形跡が認められる入札は無効となります。  

 
□　小鹿野町小鹿野８９番地  
□　  
□　小鹿野町役場総合政策課  
□　　  　　入札・契約担当　行  
 

入札書在中  

開札日　　年　月　日  

事業名等　〇〇〇購入事業  

※ 所在地・商号又は名称記入
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　公告等において入札金額見積内訳書（以下「内訳書」という。）の提

出を求めた場合は、内訳書が同封されていない入札は無効となります。

また、内訳書の合計金額と入札金額は一致していなければなりません。  

　※公告等に内訳書の提出の求めがない場合は、提出する必要はあり

ません。  

 

 

 

 

　配達指定日は、公告等で示された提出期限日までとしてください。  

　できる限り、提出期限日の前日（17：00）までに必着するようお願い

いたします。  

　郵送の場合は、配達日を指定していただくことになります。提出期間

内の消印有効ではありませんので、ご注意ください。  

　持参の場合は、公告等で示された提出期限日までに小鹿野町役場　総

合政策課　まで持参していただくことになりますが、最終日は午後４時

３０分までとなります。  

平日（開庁日）　午前８時３０分～１２時００分まで  

　　　　　　　　午後１時００分～　５時１５分まで  
 

提出期間内に到達しない場合は、入札を辞退したものとみなします

のでご注意ください。期限後に到着した入札書は、受理しません。  

※郵便事情により通常の配達期間では届かない場合も考えられます

ので、時間に余裕を持って手続きをしてください。なお、郵便事

故等により入札書等が提出期限までに到達しなかった場合、異議

を申し立てることはできません。  

 

 

 

 

　入札書は、原則、小鹿野町指定様式をご使用ください。  

　入札書の日付は、記入した日を記載してください。  

 

 

 

 

　原則、提出（投函）された入札書及び内訳書は、撤回、差替え等する

４「入札金額見積内訳書」の提出  

５入札書等の提出期限

６入札書

７入札書等の撤回等
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ことは出来ません。  

 

 

 

 

　入札書を提出した後においても開札までの間は入札を辞退することが

できます。  

　辞退する場合は、原則、小鹿野町指定様式の辞退届を提出してくださ

い。ただし、記載項目及び内容を満たしていれば任意の様式でも構いま

せん。  

　入札書を提出後に辞退届の提出があった者の入札書は開封しません。

また、提出された入札書等は返却しません。  

　提出方法は、郵送又は窓口に直接持参にて提出してください。  

　なお、提出期間内に入札書の提出がない場合は、辞退したものとみ

なします。  

　辞退したものとみなした場合は、異議を申し立てることはできませ

ん。  

 

 

 

 

　入札の執行回数は１回です。ただし、必要と認めるときは再度入札を

行うことができるものとします。  

 

 

 

 

　小鹿野町建設工事請負一般競争入札執行要綱第１７条及び小鹿野町建

設工事請負指名競争入札執行要綱第１５条に掲げるもののほか、期間入

札においては次の場合も無効となります。なお、開札前に無効とした入

札書は開封しません。また、無効とした入札書及び内訳書は返却しませ

ん。  

　(1) 小鹿野町期間入札要領第４条に規定する郵送等又は持参の方法で

ないもの  

　(2) 公告等において提出の求めがある場合において、内訳書が同封さ

れていないもの  

　(3) その他期間入札に関する条件に違反しているもの  

　　※開封された形跡があるものなども無効の対象となりますので、提

８入札の辞退

９入札の回数

10入札の無効
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出前に十分確認ください。  

 

 

 

 

　開札は、公告等で示す日時及び場所において公開で行うものとし、当

該入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行います。  

　開札における入札者の立会いは、これを妨げません。その際、入札参

加者であることを確認する場合がありますので、名刺等入札参加者であ

ることを確認できるものをご持参ください。  

　落札（候補）となる価格の入札者が二人以上の場合は、後日、くじ引

きを実施するものとし、くじ引きの日時及び場所について電話等でご連

絡します。  

 

 

 

 

　公告等において入札回数を２回とした案件について、初度入札で予定

価格内の入札がない場合は、辞退並びに無効及び失格の入札をした者を

除いて再度入札を行います。再度入札を行う場合はＦＡＸ等で連絡しま

す。  

 

 

 

 

　入札参加者が責を負わない郵便事情等により事故が発生したとき又は

不正な行為等により必要があると認めるときは、入札の延期、中止又は

取消しをする場合があります。この場合、入札者が損失を受けることが

あっても、町はその責を負いません。  

 

 

 

 

　落札（候補）者を決定した場合、すみやかに落札（候補）者に連絡す

るとともに、小鹿野町ホームページで公表します。

11開札の立会

12再度入札

13入札の延期等

14入札結果の連絡


